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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇議長（吉野正剛君） ただいまの出席議員は１０名です。 

 定足数に達しておりますので、令和２年第２回佐呂間町議会臨時会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（吉野正剛君） これから本日の会議を開きます。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（吉野正剛君） この際、諸般の報告を行います。 

 事務局長。 

〇議会事務局長（鈴木英樹君） 諸般の報告をいたします。 

 本日の欠席及び遅参届出等の議員はございません。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 本臨時会に提出された議件は、理事者よりの提出案件、議案３件、承認４件です。 

 本臨時会に議案等説明のため出席を求めた者及び委任を受けて出席する者、別紙お手元

に配付のとおりです。 

 ４月１０日に実施しました例月出納検査の結果について監査委員より報告がありました。

お手元の議案につづり込みのとおりです。 

 前議会以降における閉会中の議会の動向につきましては、別紙お手元に配付のとおりで

す。 

 以上です。 

〇議長（吉野正剛君） これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（吉野正剛君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、７番、佐藤議員、８番、但木議

員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 会期の決定 

〇議長（吉野正剛君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間と決定をいたしました。 

 



    ◎日程第３ 町長行政報告 

〇議長（吉野正剛君） 日程第３、町長から行政報告及び提出案件の概要説明の申出があり

ました。 

 これを許します。 

 町長。 

〇町長（川根章夫君） 前臨時町議会以降の行政報告と提出案件についてご説明申し上げま

す。 

 初めに、町内小中学校の学校臨時再休校についてでありますが、新型コロナウイルス感染

症の拡大防止対策のため、２月２７日から３月２４日までの約１か月間、国と北海道の要請

を受け、町内の小中学校の臨時休校として、保護者皆さんのご協力の下、子供たちは自宅で

の家庭学習を行い、学校では簡素化した卒業式や分散登校を実施し、また入学式を４月６日

に縮小、簡素化して実施し、翌日からは児童生徒の体温測定などの健康観察、マスク着用、

教室の換気や消毒等の感染症対策を十分に取り、国から示された新型コロナウイルス感染

症に対応した学校再開ガイドラインの通知を受け、学校教育活動を再開することとし、登校

を始めたものであります。しかしながら、４月１６日夜に開催された国の新型コロナウイル

ス感染症対策本部会合で、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため緊急事態宣言の

対象地域を全国に拡大することが決定され、総理より発令をされました。特に北海道は感染

者が多い特定警戒地域に定められ、北海道教育委員会から４月２０日から５月６日までの

間全道の学校を再休校するとの要請がなされました。本町では、首都圏、大阪府、札幌市等々

での感染拡大が見受けられ、感染拡大地域から対象でない地域への人の移動によってさら

に感染拡大が懸念されていることから、道教育委員会の要請を受け入れ、臨時休校等に係る

連絡調整日として４月２０日からは給食を食べた後に下校、４月２１日から５月６日まで

の再度の臨時休校とし、この期間中の４月３０日に分散登校を実施をいたしました。これま

で新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策については、感染状況が刻々変わる中、教育課

程や学校行事の調整などその都度総合的に対応を判断しなければならない状況となってお

ります。子供たちや保護者、地域の皆さんにはご心配も多々あると思いますが、ご理解、ご

協力をいただくようお願い申し上げます。今後とも子供たちの心身の健康、安全を第一に考

えてまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 なお、昨日緊急の教育長会議が開催をされまして、この連休中に国、道から学校再開等の

詳細な指示がなされる旨報告がなされました。連休中の中で文書等々について保護者等に

連絡する体制の協議も今刻々と進めているものでございます。 

 次に、令和２年度姉妹都市交流関連事業についてでありますが、本年度開催を予定してお

りましたアラスカ州パーマ市との姉妹都市交流４０周年記念事業については、パーマ市よ

り２３名の訪問団を招いての記念事業開催に向け、佐呂間町・パーマ市姉妹都市交流委員会

をはじめ町内の方々のご協力の下、準備を進めているところでありますが、世界規模で新型

コロナウイルスの感染が拡大し、海外渡航が制限される状況にあり、町民や来町される訪問



団の方々はもとより、この事業に携わる全ての方々の健康を守ることに重点を置き、令和２

年度中の開催を見合せ、これまで４０年にわたり交流をし、絆を深めた両市町の記念事業を

完全な形で実施するため、開催時期を１年延長し、令和３年度中に開催することといたしま

した。 

 次に、姉妹校交流派遣事業についてでありますが、アラスカ州においては新型コロナウイ

ルス感染症防止対策としてパーマ市周辺地域の学校を管轄するマツ郡教育委員会が小中高

の海外、州外への旅行中止を要請したとの情報がパーマ市在住で姉妹都市交流派遣事業担

当のカーラ・スイック氏より本町に報告がありました。感染症の終息を見通せない状況の中、

現在においても海外渡航の制限があることや生徒の安全と健康を十分に考え、６月のパー

マ市生徒受入れと９月の佐呂間町生徒派遣を中止といたしました。 

 次に、第３５回サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソンについてでありますが、６月２８日

開催予定の第３５回サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソンについては、新型コロナウイル

スの感染拡大の影響により地域住民の皆さんをはじめ参加者、運営スタッフの安全確保を

最優先とし、大会実行委員会において今大会の中止を決定し、去る４月１７日に正式発表し

たところであります。エントリーされたランナーへの対応につきましては、必要経費を除い

た大会参加料のポイント返還及び次回大会への優先エントリーの権利を付与したところで

あります。 

 以上、新型コロナウイルスの感染症の拡大防止対策についての影響についてご報告をさ

せていただきます。 

 次に、本臨時会に提案をいたしました提出案件の概要についてご説明申し上げます。提出

案件につきましては、議案３件、承認４件であります。まず、予算の提出案件についてであ

りますが、令和２年度佐呂間町一般会計補正予算の１件であります。次に、工事請負契約の

締結についてが２件でございます。次に、専決処分の承認についてでありますが、令和元年

度佐呂間町一般会計補正予算について、令和元年度佐呂間町簡易水道特別会計補正予算に

ついて、令和元年度佐呂間町国民健康保険特別会計補正予算について、佐呂間町税条例等の

一部を改正する条例制定についての４件でございます。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 承認第１号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第４、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令

和元年度佐呂間町一般会計補正予算（第８号））を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

〇企画財政課長（久米修一君） 承認第１号をご説明いたします。 

 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて。 



（朗読部分記載省略） 

 この専決処分につきましては、令和元年度末における歳入の確定及びそれに伴い余剰財

源を基金に積み立てる予算計上を主な内容として、予算の最終調整を行わせていただいた

ものであります。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正につきましては説明を省略させていただき、第２

表、地方債補正からご説明いたします。起債の方法、利率、償還の方法は説明を省略させて

いただきます。第２表、地方債補正。起債の目的、ふれあいバス運行事業、限度額、補正前

３，０８０万円、補正後２，９８０万円、過疎債です。遠軽地区地域医療対策連携事業、補

正前３５０万円、補正後４５０万円、過疎債です。長寿命化修繕事業、補正前１，３９０万

円、補正後１，３７０万円、過疎債です。 

 次のページの事項別明細書総括につきましては説明を省略させていただき、歳出の１２

ページから説明いたします。３、歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補

正額ゼロ円、財源変更です。 

 ６目基金管理費、補正額５，４４８万５，０００円、基金積立金５，４４８万５，０００

円、財政調整基金積立金５，６００万円、森林環境譲与税基金積立金１５１万５，０００円

の減、財政調整基金積立金につきましては、後ほど歳入でご説明いたします特別交付税や各

交付金等の確定及び歳出における特別会計繰出金の減額などにより生じた余剰財源を基金

に積み立てるものであります。森林環境譲与税基金積立金につきましては、町が実施する森

林整備促進に関する費用に充当したことによる減額であります。なお、予算関係資料１にて

令和元年度末基金積立金・備荒資金組合積立金保有額見込み調書を提出しておりますので、

後ほどご照覧願います。 

 ８目地方振興費、補正額１，０７１万３，０００円の減、ふるさとまちづくり振興事業に

要する経費２１７万４，０００円の減、ふるさとまちづくり振興事業費補助金でありまして、

新型コロナウイルス感染拡大防止のためちびっこ探検学校ヨロン島参加事業は中止となっ

たことによる減額でありまして、歳入におけるふるさとまちづくり振興基金繰入金と共に

減額したものです。ふるさと納税に要する経費８５３万９，０００円の減、ふるさと納税業

務代行委託料でありまして、令和元年度の受付分の寄附における返礼品の商品代と送料に

ついて、ジャガイモやタマネギなど令和２年度収穫発送分が令和２年度の請求となること

から、減額したものです。 

 ７項車両管理費、１目車両管理費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ５款農林水産業費、２項林業費、３目町有林事業費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工費、補正額５４０万円の減、子育て世帯等プレミアム

付商品券事業に要する経費５４０万円の減、通信運搬費３５万９，０００円の減、子育て世

帯等プレミアム付商品券発行事業委託料７４万１，０００円の減、子育て世帯等プレミアム



付商品券発行事業費補助金４３０万円の減、子育て世帯等プレミアム付商品券事業に要す

る経費の減額につきましては、子育て世帯等プレミアム付商品券に係る事務費及び事業費

分の実績、商品券の販売枚数は予算積算よりも減少したことによる減額となります。予算計

上時は１，２００人分を見込んでおりましたが、実績として３４０人の販売となっておりま

す。 

 ２目観光費、補正額ゼロ０円、財源変更です。 

 ７款土木費、２項道路橋梁費、２目道路橋梁維持費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 １１款諸支出金、１項特別会計繰出金、２目佐呂間町国民健康保険特別会計繰出金、補正

額７６４万７，０００円の減、佐呂間町国民健康保険特別会計繰出金です。 

 １２款予備費、１項予備費、１目予備費、補正額６０万１，０００円の減。 

 戻りまして、歳入の４ページからご説明いたします。２、歳入、１款町税、１項町民税、

２目法人、補正額１，０２８万円、法人町民税でありまして、法人の申告により当初予算積

算見込額に比べ税額が伸びたことから、３月末の歳入総額をもって増額計上したものであ

ります。 

 ２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税、１目地方揮発油譲与税、補正額１６７万４，０

００円の減、地方揮発油譲与税です。 

 ２項自動車重量譲与税、１目自動車重量譲与税、補正額５０５万９，０００円、自動車重

量譲与税です。 

 ３項森林環境譲与税、１目森林環境譲与税、補正額１，０００円、森林環境譲与税です。 

 ３款利子割交付金、１項利子割交付金、１目利子割交付金、補正額６７万円の減、利子割

交付金です。 

 ４款配当割交付金、１項配当割交付金、１目配当割交付金、補正額２４万７，０００円、

配当割交付金です。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金、１目株式等譲渡所得割交付

金、補正額４３万円、株式等譲渡所得割交付金です。 

 ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金、１目地方消費税交付金、補正額４９１万

２，０００円の減、地方消費税交付金です。 

 ７款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金、１目自動車取得税交付金、補正額２

７万４，０００円、自動車取得税交付金です。 

 ８款環境性能割交付金、１項環境性能割交付金、１目環境性能割交付金、補正額２９４万

７，０００円の減、環境性能割交付金です。 

 ９款地方特例交付金、１項地方特例交付金、１目地方特例交付金、補正額１６９万９，０

００円、地方特例交付金です。 

 ２項子ども・子育て支援臨時交付金、１目子ども・子育て支援臨時交付金、補正額１２３

万３，０００円、子ども・子育て支援臨時交付金です。 

 １０款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税、補正額１億８７３万５，０００円、



特別交付税でありまして、令和元年度の交付決定総額が２億８７３万５，０００円となり、

当初予算に計上しておりました１億円を上回る額の増額計上であります。令和元年度の特

別交付税は、平成３０年度の交付実績２億２，２４１万９，０００円と比較すると１，３６

８万４，０００円の減額でありまして、率にしてマイナス６．２％となっております。 

 １１款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金、１目交通安全対策特別交

付金、補正額６万９，０００円の減、交通安全対策特別交付金です。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、７目商工費国庫補助金、補正額５８２万７，０００

円の減、プレミアム付商品券事務費補助金１４２万３，０００円の減、プレミアム付商品券

事業費補助金４４０万４，０００円の減、歳出で説明したとおり、子育て世帯等プレミアム

付商品券の販売実績による減額です。 

 １６款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金、補正額１０５万円、出資配当

金でありまして、令和元年度の佐呂間町森林組合出資金に係る配当金を計上したものです。 

 １７款寄附金、１項寄附金、１目総務費寄附金、補正額１，０６０万円、ふるさと応援事

業寄附金でありまして、実績を最終的に１万４，６００件、１億６，７６０万円と見込み、

予算補正するものです。平成３０年度は４，９８９件、５，５２０万４，０００円の決算額

となっておりますので、比較いたしますと件数、約９，６００件、金額、約１億１，２００

万円の大幅な増となっております。 

 ３目商工費寄附金、補正額３万９，０００円、子育て世帯プレミアム付商品券事業寄附金

でありまして、販売済み商品券のうち未使用商品券の８割は購入者の負担分であり、寄附等

により地域住民に還元される施策に活用するよう国から求められたことから、寄附金とし

て計上歳入するものです。 

 １８款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、補正額９，１００万円の減、

財政調整基金繰入金でありまして、歳入の確定により財源不足額として計上しておりまし

た財政調整基金繰入金を減額し、最終的に令和元年度においては財政調整基金からの繰入

れはなしとなるものであります。 

 ２目ふるさとまちづくり振興基金繰入金、補正額２１７万４，０００円の減、ふるさとま

ちづくり振興基金繰入金でありまして、歳出で説明したとおり、ちびっこ探検学校ヨロン島

参加事業が中止となったことによる減額であります。 

 ２０款諸収入、４項雑入、４目雑入、補正額５万円の減、悠林館使用料です。 

 ２１款町債、１項町債、１目総務費債、補正額１００万円の減、ふれあいバス運行事業費

債でありまして、起債額の確定による減額であります。 

 ３目衛生費債、補正額１００万円、遠軽地区地域医療対策連携事業費債でありまして、ふ

れあいバス運行事業費債の減額分を過疎債、ソフト事業分の配分額不足となっていた遠軽

地区地域医療対策連携事業費債に流用し、同額増額するものです。 

 ６目土木費債、補正額２０万円の減、長寿命化修繕事業費債でありまして、起債額の確定

による減額です。 



 歳出の後ろにあります地方債の現在高の見込みに関する調書補正につきましては、説明

を省略させていただきます。 

 以上であります。よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これから歳入歳出一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから承認第１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度佐呂間町一

般会計補正予算（第８号））は、原案のとおり承認されました。 

 

    ◎日程第５ 承認第２号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第５、承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（令

和元年度佐呂間町簡易水道特別会計補正予算（第２号））を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 建設課参事。 

〇建設課参事（鶴田俊洋君） 承認第２号を説明いたします。 

 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて。 

（朗読部分記載省略） 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正は説明を省略し、第２表、地方債補正を説明いた

します。第２表、地方債補正。起債の目的、限度額の順に説明し、起債の方法以降は読み上

げを省略させていただきます。起債の目的、若佐簡易水道区域拡張事業、限度額、補正前４，

２００万円、補正後４，１４０万円、簡易水道事業債です。 

 次のページの事項別明細書の総括につきましては説明を省略し、歳出の６ページから説

明いたします。歳出、４款予備費、１項予備費、１目予備費、補正額６０万円減。 

 戻りまして、歳入の４ページです。歳入、７款町債、１項町債、１目簡易水道事業債、補

正額６０万円減、若佐簡易水道区域拡張事業費債です。減額の要因につきましては、北海道

と合同で行っています若佐簡易水道区域拡張事業費負担金が確定したことにより起債額も

確定したため、今回起債額について減額補正するものであります。 

 歳入歳出の総額につきましては、歳出の予備費を減額することで調整しております。 

 歳出の後ろにあります地方債の現在高見込みに関する調書補正につきましては、説明を



省略させていただきます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げ

ます。 

〇議長（吉野正剛君） これから質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を行います。質疑

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから承認第２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度佐呂間町簡

易水道特別会計補正予算（第２号））は、原案のとおり承認されました。 

 

    ◎日程第６ 承認第３号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第６、承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令

和元年度佐呂間町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町民課長。 

〇町民課長（渡部りよ子君） 承認第３号をご説明いたします。 

 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて。 

（朗読部分記載省略） 

 今回の補正につきましては、令和元年度の保険給付費及び道費交付金等が確定したこと

によるもので、令和２年３月３１日をもって専決処分をさせていただいたものであります。

令和元年度は、保険給付費全体が予算に対して少なかったことにより減額となっておりま

すが、令和元年度は平成３０年度からの繰越金の減少から、基金より１，０００万円を繰り

入れ、財源としております。 

 また、令和元年度の財源とするため法定外繰入れとして認められている事務費分をその

他繰入金として４３３万３，０００円を繰り入れることとしています。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正と事項別明細書の総括につきましては説明を省

略し、歳出の６ページからご説明いたします。３、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１

目一般管理費、補正額ゼロ円、財源変更です。 

 ４項医療費適正化特別対策費、１目医療費適正化特別対策費、補正額ゼロ円、財源変更で



す。 

 ２款保険給付費、１項保険給付費、１目療養諸費、補正額４，８０３万４，０００円の減、

療養諸費に要する経費４，８０３万４，０００円の減、一般被保険者療養給付費負担金４，

７４１万円の減、一般被保険者療養費負担金６２万４，０００円の減。 

 ２目高額療養費、補正額１，７４６万４，０００円の減、高額療養費に要する経費１，７

４６万４，０００円の減、一般被保険者高額療養費負担金１，７２９万２，０００円の減、

一般被保険者高額療養費合算療養費負担金１７万２，０００円の減。 

 ３目移送費、補正額１２万円の減、移送費に要する経費１２万円の減、一般被保険者移送

費です。 

 次のページです。４目出産育児諸費、補正額４２万円の減、出産育児費に要する経費４２

万円の減、出産育児一時金です。 

 ５目葬祭費、補正額１５万円の減、葬祭費に要する経費１５万円の減、葬祭費負担金です。 

 ３款国保事業費納付金、１項国保事業費納付金、１目医療給付費分、補正額ゼロ円、財源

変更です。 

 ５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査費等事業費、補正額９６

万４，０００円の減、特定健康診査等に要する経費９６万４，０００円の減、特定健診委託

料です。 

 ２項保健事業費、１目保健事業費、補正額１５万２，０００円の減、次のページです。健

康づくり事業に要する経費１５万２，０００円の減、インフルエンザ予防接種負担金です。 

 戻っていただき、歳入の４ページからご説明いたします。２、歳入、１款国民健康保険税、

１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、補正額５３０万７，０００円、医

療給付費分現年課税分（普通徴収）１４０万円、医療給付費分現年課税分（特別徴収）１５

９万円、後期高齢者支援金分現年課税分（普通徴収）１１１万９，０００円、後期高齢者支

援金分現年課税分（特別徴収）２８万５，０００円、介護給付費分現年課税分９１万３，０

００円。 

 ２款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金、補正額６，４９６万４，０００

円の減、保険給付費等交付金（普通交付金）６，６３０万６，０００円の減、保険者努力支

援分４４万３，０００円の減、特別調整交付金分１０７万７，０００の減、道繰入金２号分

２８６万２，０００円。 

 ４款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額７６４万７，０００円の

減、その他一般会計繰入金です。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議いただき、ご承認くださいますようお願い申し

上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これから歳入歳出一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 



 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから承認第３号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度佐呂間町国

民健康保険特別会計補正予算（第３号））は、原案のとおり承認されました。 

 

    ◎日程第７ 承認第４号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第７、承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（佐

呂間町税条例等の一部を改正する条例制定について）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

〇企画財政課長（久米修一君） 承認第４号をご説明いたします。 

 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて。 

（朗読部分記載省略） 

 別紙新旧対照表の説明は省略し、提出しております資料番号２、佐呂間町税条例等の改正

の要旨によりご説明いたします。 

 まず、改正の根拠でありますが、令和２年度の税制改正大綱に基づく地方税制の改正は、

所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡

している場合における現所有者に対する賦課徴収に関し必要な事項を申告させることがで

きる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡

大を行うとともに、経済社会の構造変化を踏まえて、全ての独り親家庭の子供に対する公平

な税制を実現するために個人住民税における未婚の独り親に対する制度上の措置及び寡婦

控除の見直し、電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る法人事業税の課税

方式の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理、合理化など納税環境の整備を行うとす

るものであり、これにより地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改

正する政令、地方税法施行規則の一部を改正する省令がそれぞれ令和２年３月３１日に公

布されたことに伴い所要の規定の整備を行うため、佐呂間町税条例においても一部を改正

するものであり、その中で改正法等の施行期日が令和２年４月１日に係るものについて今

般専決処分させていただいたものであります。 

 条例の主な改正内容でありますが、まず個人住民税に係るものとして、（１）、条例第３６

条の３の２、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書の改正でありますが、未婚

の独り親に対する税制上の措置により扶養親族等申告書において単身児童扶養者の記載が



不要となったことに伴う改正となります。 

 次に、（２）、条例第３６条の３の３、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等

申告書の改正についても（１）と同様に扶養親族等申告書において単身児童扶養者の記載が

不要となったことに伴う改正となります。 

 次に、（３）、第４８条第２項、法人の町民税の申告納付の改正につきましては、法律改正

に伴う参照条文の項ずれを整理するものです。 

 次に、固定資産税に係る改正でありますが、（１）、条例第５４条、固定資産税の納税義務

者等の改正でありますが、地方税法において調査を尽くしても所有者が一人も明らかにな

らない資産について、使用者がいる場合には使用者を所有者とみなすことができる規定が

追加されたことから、本規定を条例第５４条に第５項として追加し、以下項を繰り下げると

ともに、法改正に合わせて字句及び項ずれの整理を行うものです。 

 次に、（２）、条例第６１条、固定資産税の課税標準、第９項及び第１０項、（３）、第６１

条の２、法第３４９条の３第２７項等の条例で定める割合の改正でありますが、法律改正に

伴う参照条文の項ずれを整理するものです。 

 次に、（４）、条例第７４条の３、現所有者の申告につきましては、地方税法において登記

または課税補充台帳に所有者として登記または登録されている個人が死亡している場合に

おける現所有者に賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定が追加されたこと

から、本規定を条例第７４条の３として追加するものです。 

 次に、（５）、条例第７５条、固定資産に係る不申告に関する過料の改正でありますが、（４）

の改正に伴う規定の整備となります。 

 次に、町たばこ税に係る改正でありますが、（１）、条例第９６条、たばこ税の課税の免除、

第２項の改正でありますが、地方税法において輸出業者等が課税免除の適用を受けるに当

たって必要な手続の簡素化の規定が追加されたことから、本規定を条例９６条に２項とし

て追加し、この追加に伴う次項の内容整理を行うとともに、項の繰下げを行うものです。 

 次に、（２）、９８条、たばこ税の申告納付の手続、第１項の改正でありますが、（１）の

改正に伴う条項のずれを整理するものです。 

 次に、特別土地保有税、（１）、第１３１条、特別土地保有税の納税義務者に係る改正であ

りますが、法律改正に合わせて第６項を追加し、第４項及び第５項の規定の整備を行うもの

です。 

 次に、その他に係る改正でありますが、（１）、附則第６条、特定一般用医薬品購入費を支

払った場合の医療費控除の特例、（２）、附則第７条の３の２、町民税の住宅借入金等特別税

額控除、第１項の改正でありますが、改元により規定中の元号を平成より令和に改めるもの

です。 

 次に、（３）、附則第８条、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例、第１

項の改正でありますが、地方税法の改正により肉用牛の売却による事業所得に係る課税の

特例の適用期限が３年延長されることから、所要の改定を行うものです。 



 次に、（４）、附則第１０条、読替規定の改正でありますが、法律改正に伴い字句の整理を

行うものです。 

 次に、（５）、附則第１０条の２、法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合の改

正でありますが、法律改正に伴いその適用条文について改正するものです。 

 次に、（６）、附則第１１条、土地に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各

年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義、（７）、附則第１１条の２、平成３１年度ま

たは平成３２年度における土地の価格の特例、第１項及び第２項の改正でありますが、改元

により規定中の元号を平成より令和に改めるものです。 

 次に、（８）、附則第１２条、宅地等に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの

各年度分の固定資産税の特例から（１０）、附則第１５条、特別土地保有税の課税の特例の

改正でありますが、改元により規定中の元号を平成より令和に改めるとともに、法律改正に

伴う字句の整理を行うものです。 

 次に、（１１）、附則第１７条の２、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の

長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例、第１項、第２項の改正でありますが、地方税法の

改正により優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税

の特例の適用期限が３年延長されることから、所要の改定を行うものです。 

 次に、（１２）、附則第２２条、個人の町民税の税率の特例等、第１項の改正でありますが、

改元により規定中の元号を平成より令和に改めるものです。 

 第２条による改正から第６条による改正までの改正でありますが、改元により規定中の

元号を平成より令和に改めるものです。 

 以上が改正の内容であります。 

 なお、附則第１条で本条例の施行期日を令和２年４月１日としております。 

 附則第２条では、町民税に関する経過措置として、第１項で改正後の佐呂間町税条例、以

後新条例と申しますが、新条例の規定中、個人の町民税に関する部分は令和２年度以後の年

度分の個人の町民税について適用し、令和元年度分までの町民税についてはなお従前の例

とする旨規定、第２項で新条例第３６条の３の２第１項の規定は施行日以後に支払いを受

けるべき給与について提出する申告書について適用する旨規定、第３項で新条例第３６条

の３の３第１項の規定は施行日以後に支払いを受けるべき所得税法第２０３条の６第１項

に規定する公的年金等について提出する申告書について適用する旨規定するものです。 

 附則第３条では、固定資産税に関する経過措置として、第１項で別段の定めがある者を除

き、新条例の規定中、固定資産税に関する部分は令和２年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用し、令和元年度分までの固定資産税についてはなお従前の例による旨規定、第２項

で新条例第５４条第４項の規定は令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和２年度分までの固定資産税についてはなお従前の例による旨規定、第３項では新条例

第５４条第５項の規定は令和３年度以後の年度分の固定資産税に適用する旨規定、第４項

では新条例第７４条の３の規定は施行日以後に現所有者であることを知った者に適用する



旨規定、第５項では平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税

法、以後旧法と申しますが、附則第１５条第２項に規定する施設、または設備に対して課す

る固定資産税についてはなお従前の例による旨規定、第６項では平成３０年４月１日から

令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則第１５条第３３項に規定する特

定再生エネルギー発電設備に対して課する固定資産税についてはなお従前の例による旨規

定、第７項では平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

旧法附則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税につい

てはなお従前の例による旨規定するものです。 

 以上が佐呂間町税条例等の一部を改正する条例の提案理由と改正の要旨であります。よ

ろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから承認第４号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（佐呂間町税条例等の一

部を改正する条例制定について）は、原案のとおり承認されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第２号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第８、議案第２号 工事請負契約の締結についてを議題としま

す。 

 地方自治法第１１７条の規定によって髙橋議員の除斥を求めます。 

 暫時休憩をいたします。 

（２番 髙橋議員 退場） 

 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１０時５０分 

 

〇議長（吉野正剛君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 



 建設課長。 

〇建設課長（桑島孝之君） 議案第２号をご説明いたします。 

 議案第２号 工事請負契約の締結について。 

（朗読部分記載省略） 

 提案理由についてご説明いたします。今回の契約案件ですが、工事費の予定価格が５，０

００万円を超えたことから、地方自治法第９６条第１項第５号及び町の議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条に基づき議会の議決を求めるもので

あります。建設場所は旧小田医院跡地の安心ハウス２の南側に建設し、建設内容は２棟４戸

の単身者向け、１戸当たり延べ床面積約４８平米、間取りは１ＬＤＫとなります。入札には

町内業者２者と特定建設工事共同企業体１者の計３者を指名し、入札の結果、落札業者は髙

橋・岸特定建設工事共同企業体であります。 

 なお、別紙、議案関係説明資料の資料３で開札状況調書を提出しておりますので、後ほど

ご照覧いただきたいと思います。 

 説明については以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い

申し上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２号 工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

 髙橋議員の出席を求めます。 

 暫時休憩をいたします。 

（２番 髙橋議員 入場） 

 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１０時５３分 

 

〇議長（吉野正剛君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    ◎日程第９ 議案第３号 



〇議長（吉野正剛君） 日程第９、議案第３号 工事請負契約の締結についてを議題としま

す。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇総務課長（玉井伸一君） それでは、議案第３号をご説明いたします。 

 議案第３号 工事請負契約の締結について。 

（朗読部分記載省略） 

 提案理由についてご説明をいたします。今回の契約案件につきましては、本町の現在の移

動系防災行政無線のデジタル化と自然災害時等において全ての住民に対し的確な情報伝達

を行うための防災行政無線整備事業でありまして、昨年度行いました実施設計に引き続き

本年度整備工事を行うものでありますが、改修費の予定価格が５，０００万円を超えており

ますことから、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条に基づき議会の議決を求めるものであります。主な工

事内容といたしまして、親局と基地局２局の整備、移動系無線車載用２０台、携帯用１０台、

津波対策として浜佐呂間、富武士、若里に屋外拡声子局の整備、そのほか統制台遠隔制御装

置、親卓等の整備と全世帯に配布いたします戸別受信機２，５００台の整備であります。工

期は、契約の日から令和３年３月２６日までとしています。入札には町外の２業者と町内業

者含む特定建設工事共同企業体１者の３者を指名し、入札の結果、落札業者は面工業・面電

気・協和エクシオ経常建設共同企業体であります。 

 なお、別紙、議案関係説明資料、資料番号４で開札状況調書を提出しておりますので、後

ほどご照覧願います。 

 説明は以上であります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

〇議長（吉野正剛君） これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第３号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３号 工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第１号 



〇議長（吉野正剛君） 日程第１０、議案第１号 令和２年度佐呂間町一般会計補正予算（第

２号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

〇企画財政課長（久米修一君） 議案第１号をご説明いたします。 

 議案第１号 令和２年度佐呂間町一般会計補正予算（第２号）。 

（朗読部分記載省略） 

 本補正予算につきましては、先ほどの第３回全員協議会及び４月１３日開催いたしまし

た第２回全員協議会において説明いたしました新型コロナウイルス感染症対策に係る補正

予算となります。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正及び事項別明細書総括につきましては説明を省

略させていただき、歳出の６ページを説明いたします。３、歳出、２款総務費、１項総務管

理費、１目一般管理費、補正額１４０万５，０００円、給与費６１万３，０００円、職員手

当等、一般職でありまして、特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金に係る時間

外手当の計上です。電算システム運用に要する経費７９万２，０００円、北海道自治体情報

システム協議会負担金でありまして、特別定額給付金管理システムの改修に係る負担金の

計上です。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正額５億５２５万９，０００円、

特別定額給付金事業に要する経費５億５２５万９，０００円、消耗品費１８万８，０００円、

通信運搬費６５万８，０００円、手数料８１万３，０００円、特別定額給付金５億３６０万

円、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施する事業予算の計上となりま

す。 

 次のページです。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正額４７９万６，０００円、

子育て世帯への臨時特別給付金事業に要する経費４７９万６，０００円、消耗品費１１万３，

０００円、通信運搬費２万３，０００円、手数料９万円、子育て世帯への臨時特別給付金４

５７万円、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するために国

が実施する事業予算の計上となります。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目感染症予防費、補正額４０６万７，０００円、感染症

予防に要する経費４０６万７，０００円、消耗品費３７１万３，０００円、印刷製本費３万

９，０００円、通信運搬費３１万５，０００円、新型コロナウイルス感染拡大予防のため町

民にマスク配布を実施するための事業予算計上となります。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工費、補正額４，９９８万５，０００円、次のページで

す。商工団体助成に要する経費３，７９８万５，０００円、プレミアム付全町共通商品券発

行事業補助金でありまして、新型コロナウイルス感染症に係る経済対策として実施するプ

レミアム付ふるさと商品券及び飲食店等用ふるさと商品券の発行に要する経費補助の予算

計上となります。その他商工振興に要する経費１，２００万円、佐呂間町商工業者経営維持



支援事業補助金でありまして、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが激減して

いる商工業者に対する事業経営継続のための補助金の予算計上となります。 

 戻りまして、歳入の４ページからご説明いたします。２、歳入、１４款国庫支出金、２項

国庫補助金、２目民生費国庫補助金、補正額５億１，１４６万円、特別定額給付金給付事業

費補助金５億３６０万円、特別定額給付金給付事務費補助金２９７万６，０００円、歳出で

説明いたしました特別定額給付金の支給に係る事業費及び事務費に対する国庫補助金で、

歳出と同額の計上となります。子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金４５７万

円、子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金３１万４，０００円、歳出で説明いた

しました子育て世帯への臨時特別給付金の支給に係る事業費及び事務費に対する国庫補助

金で、歳出と同額の計上となります。 

 １７款寄附金、１項寄附金、４目衛生費寄附金、補正額２００万円、感染症予防事業寄附

金でありまして、髙橋土建株式会社様より新型コロナウイルス対策支援のため寄附があり、

採納したもので、歳出、感染症予防に要する経費の財源としております。 

 １８款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、補正額５，２００万円、財政

調整基金繰入金でありまして、新型コロナウイルス感染症に係る町の施策に対する国の臨

時交付金の詳細が今後となることから、一般財源の不足分として繰入れを行うものです。 

 １９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額５万２，０００円、前年度繰越金です。 

 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これから歳入歳出一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１号 令和２年度佐呂間町一般会計補正予算（第２号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（吉野正剛君） これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 令和２年第２回佐呂間町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時０４分  
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